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     国会 

   

法律番号: 57/2014/QH13 

 

 

ベトナム社会主義共和国 

独立・自由・幸福 

 

 

国会組織法 

（改正） 

ベトナム社会主義共和国の憲法に基づき、 

国会は国会組織法を公布する。 

 

第１章 

国会の位置づけ・機能・役割・権限 

第１条 国会の位置づけ・機能 

1. 国会は、人民の最高の代表機関であり、ベトナム社会主義共和国の最高の国家権力機関である。 

2. 国会は、制憲権、立法権を行使し、国の重要な各問題を決定し、国家の活動に対する最高の監

察を行う。 

 

第 2条 国会の任期 

1. 国会の各期の任期は 5 年、当該期の国会の第一回会期の開会日から次期の国会の第一回会期の

開会日までである。 

2. 国会任期満了の 60日前に、新期の国会の選出を終えなければならない。 

3. 特別な場合に、国会議員総数の少なくとも 3 分の 2 の賛成の表決を得たとき、国会は、国会常

務委員会の提案に基づき、自己の任期の短縮または延長を決定する。一期の国会の任期延長は、戦

争中の場合を除き、12ヶ月を超えてはならない。 

 

第 3条 国会運営の原則と効率 

1. 国会は、会議形式で行われ多数決で決定する。 

2. 国会の運営は、国会の各会期、国会常務委員会・民族評議会・国会の各委員会・国会の各議員

団・国会議員、及び国家主席・政府・最高人民裁判所・最高人民検察院・ベトナム祖国戦線中央委

員会並びにその他の機関・組織との協力によって効率が確保される。 
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第 4条 憲法制定及び憲法改正 

1. 国家主席、国会常務委員会、政府または国会議員の総数の少なくとも 3 分の 1 は、憲法制定或

いは憲法改正についての検討・決定を国会に要請する権利を有する。 

国会は、国会議員の総数の少なくとも 3 分の 2 が賛成の表決をしたとき、憲法制定・憲法改正を

決定する。 

2. 国会は憲法草案委員会を設立する。 

憲法草案委員会の構成・構成員の数・任務及び権限は、国会が国会常務委員会の要請に基づき決

定する。 

3. 憲法草案委員会は、憲法草案を編纂し、人民の意見聴取を行い、国会に憲法草案を上程する。 

4. 国会は、国会議員の総数の少なくとも 3 分の 2 が賛成の表決をしたとき憲法を採択する。国会

は本法第 19条 1項で定める場合において憲法について住民投票を決定する。 

 

第 5条 法律政令及び法律改正 

1. 国会は国会常務委員会の要請に基づき、法律・国会常務委員会令の制定計画を決定する。 

2. 法案は国会に上程される前に、民族評議会または国会の委員会によって審査され、国会常務委

員会の意見を得なければならない。 

3. 国会は法案の内容に基づき、国会の一つ或いは複数の会合において法案について議論、検討し

採択する。 

 

第 6条 国会の最高監察 

1. 国会は、憲法、法律及び国会の決議の遵守に対し最高の監察を行う。 

2. 国会は、国家主席、国会常務委員会、政府、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家選挙評議

会、国家会計検査及び国会によって設立されるその他の機関の活動に対して最高の監察を行う。 

 

第 7条 経済・社会に関する重要問題の決定 

1. 国会は、国家の長期及び毎年度の経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務、国家目

標プログラム・国家重要プロジェクトの投資方針を決定する。 

2. 国会は、国家の財政・貨幣に関する基本的な政策を決定し、各種の税を規定・変更または廃止

し、中央予算と地方予算との間の各歳入項目及び歳出任務の配分を決定し、国債・公債・政府債の

健全性の限界を決定し、国家予算の作成及び中央予算の分配を決定し、国家予算の決算を承認する。 

3. 国会は、民族政策、宗教政策、対外に関する基本政策を決定する。 

 

第 8条 国家機構における各職名の選出 



和訳：ONA-JICA プロジェクト 

3 

 

1. 国会は、国会議長、国会副議長及び国会常務委員会の委員を、国会常務委員会のそれぞれの職

名の候補者名簿に基づき国会議員から選出する。 

第一回会期において、国会は前期の国会常務委員会の提案に基づき、国会議長・国会副議長・会

常務委員会委員を選出する。 

2. 国会は国会常務委員会の要請に基づき、国会議員のなかから国家主席を選出する。国会は国会

主席の要請に基づき、国会議員の中から国家副主席を選出する。 

3. 国会は国会常務委員会の要請に基づき、国会議員の中から民族評議会議長・国会の委員会の委

員長を選出する。 

4. 国会は国家主席の要請に基づき、国会議員の中から政府首相を選出する。 

5. 国会は国家主席の要請に基づき、最高人民裁判所長官・最高人民検察院長官を選出する。 

6. 国会は国会常務委員会の要請に基づき、国家選挙評議会議長・国家会計検査院長官・国会事務

総長を選出する。 

7. 本条 1 項・2 項・3 項・4 項・5 項で定めた権限のある機関或いは権限のある者によって要請さ

れた人々の他、国会常務委員会は、国会議員が立候補或いは候補者をさらに推薦する場合、国会に

決定するよう、本条で定められた職名に選出するための候補者名簿を上程する。 

8. 選出された後、国家主席、国会議長、政府首相、最高人民裁判所長官は、祖国・人民及び憲法

への忠誠を宣誓しなければならない。 

 

第 9条 国家機構における各職名の承認 

1. 国会は、政府副首相・大臣及び政府のその他構成員の任命についての政府首相の要請を、職務

ごとの候補者名簿に基づき承認する。 

2. 国会は、最高人民裁判所の裁判官の任命についての最高人民裁判所長官の要請を承認する。 

3. 国会は国家主席の要請に基づき、国防安全評議会の構成員の名簿を承認する。 

4. 国会は国家選挙評議会議長の提案に基づき、国会選挙評議会の構成員名簿を承認する。 

 

第 10条 国会によって選出または承認された者の辞職 

1. 国会によって選出または承認された者は、健康またはその他の事由により任務を実施すること

ができない場合には辞職を申請することができる。 

2. 辞職申請書は、本法第 8 条の 1 項・2 項・3 項・4 項・5 項・6 項及び第 9 条で定めた、国会が

選出または承認するよう推薦する権限のある機関または者に送付される。 

  

第 11条 国会によって選出または承認された者の解任、罷免、解任・降格要請の承認 
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国会は、本法第 8 条及び第 9 条の規定に従い、国会によって選出または承認される職務を有する

者を、国会が当該職務に選出または承認するよう推薦する権限を有する機関または者の要請に基づ

き、解任・罷免或いは解任・降格の提案を承認する。 

 

第 12条 信任投票実施 

1. 国会は、以下の職務を有する者に対し信任投票を実施する。 

a) 国家主席、国家副主席 

b) 国会議長、国会副議長、国会常務委員会委員、民族評議会議長、国会の委員会委員長 

c) 政府首相、政府副首相、大臣、政府のその他の構成員 

d) 最高人民裁判所長官、最高人民検察院長官、国家会計検査院長官 

2. 国会により信任投票される者に対する信任投票実施の期限・時点・手続きは、国会によって規

定される。 

 

第 13条 信任投票 

1. 国会は、以下の場合において国家によって選出または承認された者に対して信任投票する。 

a) 国会常務委員会が提案した場合 

b) 国会議員総数の少なくとも 20パーセントから書面による意見がある場合 

c) 民族評議会または国会の委員会から建議がある場合 

d) 本法第 12条の規定に従い信任投票を実施された者が、国会議員総数の 3 分の 2 以上によって低

信任と評価された場合 

2. 信任投票された者が国会議員総数の過半によって不信任票を投票された場合、辞職申請するこ

とができる。辞職しない場合、本法第 8 条の 1 項・2 項・3 項・4 項・5 項・6 項及び第 9 条の規定

に従い国会が当該職務に選出または承認するよう紹介する権限を有する機関または者は、国会が国

会の信任を得ない者の解任を検討・決定する或いは解任提案を承認するよう上程する責任を負う。 

 

第 14条 機関の設立・廃止、行政境界の設立・解体・合併・分割・調整の決定 

1. 国会は、政府の提案に基づき、政府の省・省同格機関の設立・廃止、省中央直轄都市・特別行

政－経済単位の設立・解体・合併・分割、行政境界の調整を決定する。 

2. 国会は、憲法及び法律の規定に従いその他の機関の設立・廃止を決定する。 

 

第 15条 憲法・法律・国会の決議に反する文書の破棄 

1. 国会は国会常務委員会の提案に基づき、憲法・法律・国会の決議に反する国家主席・政府・政

府首相・最高人民裁判所・最高人民検察院・国会によって設立されるその他の機関の文書を破棄す

る。 
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2. 国会は国会主席の提案に基づき、憲法・法律・国会の決議に反する国会常務委員会の文書を破

棄する。 

 

第 16条 大赦の決定 

国会は国家主席の提案に基づき大赦を検討し、決定する。 

 

第 17条 戦争及び平和の問題の決定 

1. 国会は国防安全評議会の提案に基づき、戦争事態を検討し、決定する或いは戦争事態を廃止す

る。 

2. 戦争の場合、国会は国防安全評議会に特別な任務・権限を与えることを検討し、決定する。 

3. 国会は緊急事態、国家の国防と安全を確保するためのその他の特別な措置について規定する。 

 

第 18条 国際条約の承認、加盟または無効化の決定 

国会は、国家主席の提案に基づき、戦争・平和・国家主権・国際及び地域の重要な組織における

ベトナム社会主義共和国の構成員としての資格に関する国際条約、人権・公民の基本的な権利義務

に関する国際条約及び法律・国会の決議に反するその他の国際条約を承認し、加盟或いは無効化を

決定する。 

 

第 19条 住民投票 

1. 国会は国会常務委員会・国家主席・政府または国会議員の総数の 3 分の 1 の提案に基づき、憲

法またはその他の重要な問題についての住民投票を決定する。 

2. 住民投票の結果は、住民投票を行われた問題に対し決定的な価値を有する。 

 

第 20条 意見・建議の総括報告の検討及び全国の有権者の建議の解決 

1. 国会は、ベトナム祖国戦線中央委員会が国会常務委員会と協力し、上程された全国の有権者の

意見・建議の総括報告を検討する。 

2. 国会は、国会常務委員会によって上程された権限のある国家機関による有権者の建議の解決の

監察報告を検討する。 

3. 必要な場合、国会は有権者の建議の解決について決議を発布する。 

4. 国家機関、関係組織は、有権者の建議について研究・解決・回答し、国会・国会常務委員会に

対して当該解決の結果を報告する責任を負う。 

 

第 2章 

国会議員 
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第 21条 国会議員の位置づけ、役割  

1. 国会議員は、自らが選出される選挙区の国民及び全国の国民の意志、希望を代表する者であり、

国民を代わって国会における国家権力を行使する者である。 

2. 国会議員は、有権者及び国会に対して、自らの議員としての任務・権限の遂行について責任を

負う。 

3. 国会議員は、国会の機能、任務及び権限範囲に属する事項の討議・決定にあたり、平等である。 

 

第 22条 国会議員の基準  

1. 祖国、国民及び憲法に忠実し、刷新事業及び豊かな国民・強い国・文明化された民主的で平等な

国造りの目標に向かって努力する。 

2. 良い道徳心を持ち、勤勉・節約・清廉潔白・正直・不偏、法律遵守、本領を発揮し、汚職・無

駄・威厳をつくる行為・他の法律違反行為の防止に努力する。 

3. 国会議員の任務を遂行するための社会・専門的知識、能力、健康、仕事上の経験及び信頼を十

分持つ。 

4. 国民と密接な関係を持ち、国民意見を聴き、国民に信頼される。 

5. 国会の活動に参加することができる。 

 

第 23条 国会議員の定数  

1. 国会議員の定数は 500人を超えてはならず、専従議員と非専従議員により構成される。 

2. 専従議員の人数は、国会議員の定数の少なくとも 35パーセントを占めなければならない。 

 

第 24条 国会議員活動の時間分割 

1. 専従議員は、全ての勤務時間を利用して、国会機関または地方の国会議員団において国会議員

としての任務・権限を遂行する。 

2. 非専従議員は、最低限で年間の勤務時間の三分の一を利用して、国会議員としての任務・権限

を遂行する。議員が属する勤務先の機関・組織の長は、時間・業務内容を調整し、議員の任務・権

限の遂行するための条件を確保する責任を負う。 

 

第 25条 国会議員の任期  

国会議員の任期は国会の任期に従うものとする。 

補足選挙により当選した国会議員の任期は、当該補足選挙実施日後の次の会期開会日から始まり、

次期の国会の第一回会期の開会日をもって終了する。 
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第 26条 国会及び国会に属する機関の活動に参加する責任  

1. 国会議員は、全ての国会会期及び全体会議に出席し、国会議員団の活動に参加し、国会の任

務・権限範囲に属する事項について討議・評決する責任を負う。 

2. 民族評議会または国会の委員会に属する国会議員は、当該評議会または委員会の会議に出席し、

活動に参加し、所属の当該評議会または委員会の任務・権限範囲に属する事項について討議・表決

する責任を負う。 

3. 専従議員は、専従議員評議会及び国会常務委員会が招集する他の会議に出席する責任を負う。 

 

第 27条 有権者に対する責任   

1. 国会議員は、有権者と密接な関係を構築し、有権者による監察を受け、常に有権者と接触し有

権者の意見・希望を調査する。有権者の意見・建議を収集し、それを忠実に国会及び関連機関・組

織まで反映させる。国民に対して憲法及び法律の実施を宣伝・説得する。 

2. 国会議員は、当該国会議員団の計画に従って、選出された地方の有権者と対話を行う。国会議

員は、住宅または職場において、国会議員が関心を持つテーマ・分野・対象・地域により、有権者

と対話を行う。国会議員が有権者と対話する際に、国会議員は有権者に対して自ら及び国会の活動

について報告する責任を負い、当該選挙区の有権者または有権者の代表者は、国会議員団が必要に

応じて祖国戦線委員会及び地方政府と共同で開催する有権者会議において、国会議員に意見を述べ

ることができる。 

 

第 28条 国民と接し、国民の建議・異議申立・告発を受領・処理する責任 

1. 国会議員は、法律の定めに従って国民と接しなければならない。 

2. 国会議員は、国民の建議・異議申立・告発を受領した場合、調査を行い、直ちに対応権限を有

する者に転送し、その旨を建議・異議申立・告発をした国民に報告する責任を負う。解決過程を監

察・監督する。対応権限を有する者は、法律が定める期間内に、当該建議・異議申立・告発の対応

結果について国会議員に報告しなければならない。 

3. 国会議員は、当該対応が法律に従わないと判断する場合、調査・再検討要請のために、関連機

関・組織・単位の長と面会をする権利を有する。必要な場合、当該機関・組織・単位の直上の機

関・組織・単位に対して対応を求める。 

 

第 29条 法律・国会常務委員会令の草案、法律・国会常務委員会令に関する建議を提出する権利   

1. 国会議員は、法律の定めに従って、国会・国会常務委員会に法律・国会常務委員会令の草案、

法律・国会常務委員会令に関する建議を提出する権利を有する。 

2. 国会議員は、法律の定めに従って、法律・国会常務委員会令の草案、法律・国会常務委員会令

に関する建議に係る書類の作成・完成について、助言、サポートを受けることができる。 
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第 30条 民族評議会及び国会の各委員会に構成員となる権利及びその活動に参加する権利 

1. 国会議員は、 民族評議会または国会の委員会に構成員として入会する権利を有する。 

国会議員は、自らの専門知識、業務上の経験に基づき、国会の人民評議会または一つの委員会に

構成員として入会する旨を申し込む。人民評議会議長、各委員会の委員長は、当該申込みを根拠と

し、当該評議会または委員会の構成員名簿を作成し、国会常務委員会の承認を得るために提出する。 

2. 国会の民族評議会と各委員会にいずれも属しない国会議員は、自らが関心を持つ事項に係る当

該評議会・委員会の会議に参加申込みをする権利を有する。 

 

第 31条 国会が選出する職名に立候補または候補者を推薦する権利 

1. 国会議員は、本法第 8 条に定める国会が選出する職名に立候補し、または候補者を推薦する権

利を有する。 

2. 推薦された候補者は、候補者名簿から自分の名前を引き出す権利を有する。 

 

第 32条 質疑権  

1. 国会議員は、国家主席、国会議長、政府首相、大臣及び他の政府構成員、最高人民裁判所長官、

最高人民検察院、国家会計検査院長官に対して質疑する権利を有する。 

2. 質疑される者は、国会会期、または閉会中の場合に限り国会常務委員会会合の場において、国

会に回答をしなければならない。必要な場合、国会または国会常務委員会は文書で回答させる。 

3. 国会議員が質疑の回答に同意しない場合は、国会会期または国会常務委員会会合において再度

質疑し、または質疑内容を文書により質疑される者に送付する権利を有する。 

 

第 33条 国会議員の建議申立権   

1. 国会議員は、国会に対して、憲法制定、憲法改正、国民意見募集、国会の臨時委員会の設置、

国会により選出または承認される職名の者に係る信任投票、国会の非公開会議・緊急会議の開催及

び必要と判断する他の事項について、建議申立をする権利を有する。 

2. 国会議員の建議申立は、建議申立事由及び内容が明記される文書により、国会常務委員会に送

付される。 

国会常務委員会は、国会議員の建議申立を整理し、権限範囲内の事項を処理し、本条第 3 項が定

める場合、または国会常務委員会が必要であると判断する場合に、国会に報告する責任を負う。 

3. 国会議員の 3 分の 1 以上が、憲法制定、憲法改正、国民意見募集、国会の臨時委員会の設置、

国会の非公開会議・緊急会議の開催を建議申し立てる場合、または、国会議員の 20 パーセント以上

が、国会により選出され若しくは承認される職名を有する者に対する信任投票を建議申し立てる場

合、国会常務委員会は国会が検討・決定するよう国会に報告する。 
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4. 本条 3 項が必要とする国会議員の建議申立の数は、当該会期の開会日から次の会期の開会日前

日までにわたって国会常務委員会が受ける総数である。国会議員が国会に非公開会議の開催を建議

申し立てる場合、当該会期の開会日から、申立内容に係る国会の会議の開催日前日までにわたって

国会常務委員会が受ける総数である。 

5. 国会議員は、憲法・法律を実現させ、国家の権利・利益、人権、国民の法定権利・利益を保護

するため、機関・組織・個人に対して、必要な対応措置の実施を建議申し立てる権利を有する。 

 

第 34条 法律違反行為を発見した場合の対応要求権  

1. 国会議員は、国家の利益、組織・個人の法定権利・利益を損なう法律違反行為を発見した場合、

関連機関・組織に対して、直ちに当該行為を停止させるため必要な対応措置を講じるよう求める権

利を有する。 

2. 当該機関・組織は国会議員の要請を受けた日から 15 日以内に対応し、国会議員に文書により知

らせなければならない。15 日以内に当該機関・組織から回答が届かない場合、国会議員は、上級の

組織・機関の長に対応を求める権利を有する。 

 

第 35条 情報提供要求権  

1. 国会議員は、議員の任務・権限を遂行する際に、各機関・組織・個人に対して、当該機関・組

織・個人の任務について情報・資料の提供を求める権利を有する。 

2. 当該機関・組織の長または個人は、法律の定めに従って、国会議員が求める事項について回答

をする責任を負う。 

 

第 36条 人民評議会の会議に参加する権利  

1. 国会議員は、自らを選出した地方の各級人民評議会の会合に参加し、国家管理・住民の生活に

関する事項及び国会議員が関心を持つ他の事項について、討議に発言する権利を有する。 

2. 各級人民評議会の議長は、当該地方により選出された国会議員に、当該人民評議会会合の日

程・内容・次第を知らせ、国会議員を招き、必要な資料を提供する。 

 

第37条 国会議員としての免除権  

1. 国会の同意または国会閉会期間中は国会常務委員会の同意がない限り、国会議員について逮

捕・勾留・留置・立件をし、国会議員の住居所及び職場を検査してはならない。国会議員の逮捕・

勾留・留置・立件の提議は最高人民検察院長官の権限に属するものとする。 

2. 国会議員の所属機関・組織は、国会常務委員会の同意を得ずに、国会議員を解任・免職・強制

退職・解雇することができない。 
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第 38条 転勤、国会議員の退任 

1. 国会議員は、任期中に他の省・中央直轄市に異動する場合、赴任する地方の国会議員団におい

て活動する。 

2. 国会議員は、健康関係または他の理由により、国会議員としての任務を退任することができる。

当該退任の承認は国会が決定し、国会閉会中の場合、国会常務委員会が決定し、次の会期において

国会に報告する。 

3. 国会議員は、当該退任を承認する決議が国会または国会常務委員会に可決された日から、国会

議員として退任する。 

 

第 39条 活動の一時停止または国会議員資格喪失 

1. 国会議員が被疑者立件された場合、国会常務委員会は当該国会議員の任務・権限の遂行の一時

停止を決定する。 

当該国会議員は、権限を有する機関が当該議員に対して捜査を停止し、事件を停止したとき或い

は当該議員の無罪或いは刑事責任免除を言い渡した裁判所の判決・決定が確定した日以降、議員の

任務・権限の遂行に復帰し、合法的な利益を回復される。 

2. 裁判所の有罪判決・決定を受けた国会議員は、当該判決・決定が確定した日から当然に国会議

員の権利を喪失する。 

 

第 40条 国会議員の罷免 

1. 国会議員は、国民の信頼に応えない場合、国会または有権者により罷免される。 

2. 国会が国会議員を罷免する場合、当該罷免について国会議員の総数の少なくとも三分の二から

賛成の表決を得なければならない。 

3. 有権者が国会議員を罷免する場合、当該罷免は、国会常務委員会が定める手順に従って行われ

る。 

 

第 41条 国会議員の手当及び他の待遇  

1. 専従国会議員の手当・他の待遇、国家予算から給与の支給を受けない国会議員の手当は、国会

常務委員会が決定する。  

2. 国会常務委員会の定めに従い、国会議員は議員の活動のために、毎月の活動費用、専門家・ア

シスタントの雇用の経費及び他の活動のための経費の支給を受けることができる。 

 

第 42条 国会議員の活動の保障条件 
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1. 国会議員が専従国会議員として活動する期間は、勤続期間として計算される。専従国会議員が

国会議員の任務を引退したとき、権限を有する機関・組織は、国会議員の仕事を配置する責任を負

う。  

非専従国会議員が本法第 24 条 2 項の規定に従い議員の任務を遂行する期間は、当該議員が所属す

る期間・組織・機構の勤務期間として計算される。  

2. 専従国会議員は職場、議員の活動のために必要な物的・技術の手段を提供される。 

3. 国会議員は、電車・バス・船舶・飛行機のチケット購入にあたり優先され、橋・渡船を渡る際

に優先される。傷病の場合、中級・高級幹部に該当しない国会議員は中級幹部用の定めた水準に従

い医療を受けることができる。幹部・公務員ではない国会議員・元国会議員は死亡したとき、幹

部・公務員用の葬式開催制度を受けることができる。 

 

第 43条 国会議員団  

1. 国会議員団とは、各省または中央直轄市に選出された国会議員、及び当該省もしくは中央直轄

市に赴任する国会議員から成る団体のことである。 

2. 国会議員団は、以下の任務及び権限を有する。 

a) 国会議員が国民と接する機会を設ける。当該地方の人民評議会・人民委員会・祖国戦線委員会と

連帯し、国会議員が適切な形で投票者に接するよう、保障・調整する。 

b) 国会議員が法律法令案及び他の提案、国会会期次第案について討議するよう、業務調整を行う。 

c) 当該団の監察活動を行い、当該団に属する国会議員が地方における監察活動を行うように調整す

る。地方における監察活動を行い、民族評議会・国会の各委員会と連携して行う。国会議員が対応

権限を持つ機関・組織・単位・個人に転送した国民の建議・異議申立・告発に対する対応を確認・

督足する。関連機関・組織・個人に対して国会議員が関心を持つ事項について情報共有・報告を求

める。 

d) 当該国会議員団及び国会議員の活動状況について国会常務委員会に報告する。  

dd) 国会議員団事務所の活動を管理・指導する。 

3. 国会議員団においては、団長と副団長のいずれが専従議員である。団長及び副団長は、国会議員

団により当該団の国会議員から選出され、国会常務委員会に承認される。 

国会議員団団長は、団の活動を調整・運営する。 

国会議員団副団長は、団長が分担した任務の遂行について団長を補佐する。団長が不在の場合、

副団長は、団長から団長の任務遂行を委任される。 

4. 国会議員団は、オフィスを持つ。国会議員団事務所は、地方における国会議員・国会議員団の活

動を参謀・補佐・支援する機関である。国会議員団の活動費用は、国家予算により保障される。 

 

第 3章 
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国会常務委員会及び国会議長 

  

第 44条 国会常務委員会の位置づけ、機能及び組織  

1. 国会常務委員会は国会の常任機関である。  

2. 国会常務委員会は、国会議長、国会副議長及び各委員を含む。国会議長は委員長、国会副議長

は副委員長として機能する。国会常務委員会の構成員は、政府に属する職位を兼任しない専従国会

議員である。国会副議長及び国会常務委員会委員の定員は、国会が決定する。 

3. 国会常務委員会の任期は、国会に選出された時点から開始し、次期の国会が国会常務委員会を

選出した時点をもって終了する。 

 

第 45条 国会常務委員会委員の責任 

1. 国会常務委員会の委員は、国会常務委員会の任務・権限の遂行については組織として責任を、

国会常務委員会に分担された事項については国会常務委員会に対して職位上の責任を負う。国会常

務委員会の会議に出席し、国会常務委員会の任務・権限の範囲に属する事項についての議論及び票

決に参加する。 

2. 国会常務委員会に委任される場合に限り、国会常務委員会委員は、国会常務委員会に代わり、

各省庁及び他の機関、組織と協議することができる。その協議結果を国会常務委員会に報告する。 

 

第 46条 国会常務委員会と各機関・組織・機構・個人間の業務協力 

1. 国会常務委員会は、自らの任務・権限を遂行する際に、国会主席、政府、政府首相、最高人民

裁判所、最高人民検察院、国家会計検査院長官、国家選挙評議会、ベトナム祖国戦線中央委員会委

員長団と協力し、必要な場合は、他の機関・組織の代表及び国民の参加を要求することができる。 

2. 政府、最高人民裁判所、最高人民検察院、他の国家機関、政治社会組織、社会組織、社会職業

組織、経済組織、人民武装単位及び国民は、国会常務委員会の要求を対応する責任を負う。 

 

第 47条 国会常務委員会による国会会期の準備・召集・主催 

1. 国会常務委員会は、会期の次第案を起案し、会期開催を決定する。 

2. 国会常務委員会は、会期の内容の準備にあたり、各関連機関の活動を指導・調整・協力し、各

法案、決議案、国会に上程される他の報告書及び提案書の準備について意見を述べ、民族評議会、

国会の各委員会の討議、及び国会議員が国会議員団に行った討議の結果をまとめた報告書を確認し、

国会全体会議において審議される事項について予見する。 

3. 国会会期が次第通りに遂行されるために主宰し、必要に応じて国会に次第調整を提案する。 

4. 法律案・議決草案及び国会の任務・権限範囲に属する他の事項について国会において表決を開

催する。 
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5. ベトナム祖国戦線中央委員会と協力し全国の投票者の意見・申立の総括報告書を国会に提出し、

国会に問題点を提起する。それに基づき国会は有権者の建議の解決について討議し、決議を発布す

る。 

6. 国会会期に関する他の事項を決定する。 

 

第 48条 法律・法令の制定  

1. 国会常務委員会は、法律・国会常務委員会令制定計画を起案し、国会の決定に提出する。法律

法令制定計画の実施を指導する。法律・国会常務委員会令制定計画を調整し、当該調整を次の会期

において国会に報告する。法律の定めに従って、草案作成委員会を設置し、法律法令案の審査を各

機関に分担する。国会に提出される前に法案について意見を述べる。法案を修正・完成し国会の審

議・採択に提出するため、法案に対する国会議員からの意見の汲み取り・解説を指導する。 

2. 国会常務委員会は、国会に分担された事項について、法令を制定する。 

国会常務委員会令案は、国会常務委員会に提出される前に、民族評議会または国会の委員会の審

査を受けなければならない。必要な場合、国会常務委員会は、採択の前に法令案について国会議員

からの意見募集を決定する。 

 

第 49条 憲法・法律・法令の解釈 

1. 国会常務委員会は、自らの判断または国家主席・政府・最高人民裁判所・最高人民検察院・民

族評議会・国会の各委員会・ベトナム祖国戦線中央委員会・戦線の構成組織・若しくは国会議員の

提案に基づいて、憲法・法律・国会常務委員会令の解釈について決定する。 

2. 国会常務委員会は、解釈される事項の性質、内容に基づいて、政府・最高人民裁判所・最高人

民検察院・または民族評議会・国会の各委員会に、憲法・法律・国会常務委員会令の解釈に係る決

議の起案を委任する。当該草案は、国会常務委員会の確認・決定に提出される。 

3. 憲法・法律・国会常務委員会令の解釈に係る議決の草案は、憲法・法律・国会常務委員会令の

趣旨との整合性及び解釈が許容される範囲の適切性について、民族評議会・国会の各委員会の審査

を受けなければならない。 

 

第 50条 国会常務委員会による監察  

1. 国会常務委員会は、国会による監察活動企画の実施を行い、国会閉会中の場合、当該監察活動

企画を調整し、次の会期において国会に報告する。 

2. 国会常務委員会は、国会制定の憲法・法律・国会常務委員会令・議決の施行を、政府・最高人

民裁判所・最高人民検察院・国家会計検査院・他の国会が設置する機関の活動を監察する。 

 

第 51条 中央国家機関の文書の停止・廃止  
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1. 国会常務委員会は、自らの判断または民族評議会・国会の各委員会・若しくは国会議員の提案

に基づいて、政府・政府首相・最高人民裁判所・最高人民検察院・他の国会が設立する機関が発布

した、憲法・法律・国会の議決に反する文書の実施を停止し、次の会期において国会の廃止決定に

提出する。 

2. 国会常務委員会は、自らの判断または民族評議会・国会の各委員会・若しくは国会議員の提案

に基づいて、政府・政府首相・最高人民裁判所・最高人民検察院・他の国会が設立する機関が発布

した、国会常務委員会の法令・議決に反する文書を廃止する。 

 

第 52条 国会常務委員会による民族評議会及び国会の各委員会の活動の指導・調整 

1. 法律・国会常務委員会令・議決の草案及び報告書・提案書の審査を民族評議会・国会の各委員

会に分担する。但し、国会が決定する場合はこの限りでない。国会による監察活動計画の内容、及

び国会が求める他の事項の実施を、民族評議会・国会の各委員会に分担する。国会常務委員会によ

る監察活動計画の一部の内容を民族評議会・国会の各委員会に委任する。 

2. 民族評議会及び国会の各委員会に対して活動計画企画及びその実施について定期的報告を求め

る。 

3. 場所または対象機関・組織が同様の民族評議会・国会の各委員の活動を調整する。 

4. 民族評議会及び国会の各委員会の建議申立を検討・回答する。 

5. 必要な場合、国会議長、国会副議長は、民族評議会及び国会の各委員会の任務・権限範囲に属す

る事項について、民族評議会議長、各委員会の院長、民族評議会常任、各委員会の常任と協議する。 

 

第 53条 国家機関に属する職名の 任命・解任・罷免・承認にあたる国会常務委員会の責任 

1. 国家主席、国会議長、国会副議長、国会常務委員会委員、民族評議会議長、国会の各委員会委員

長、国家選挙評議会議長、国家会計検査院院長、国家事務総長の任命・解任・罷免について、国会

に提案する。 

2. 民族評議会の副議長、常務委員、専従委員並びに他の委員の定数、及び国会の各委員会の副委

員長、常務委員、専従委員並びに他の委員の定数を決定する。民族評議会の副議長・常務委員・専

従委員並びに他の委員の名簿、及び当該評議会議長の提案に基づく当該評議会構成員としての退任

を承認する。国会の各委員会の副委員長、常務委員、専従委員並びに他の委員の名簿、及び当該委

員会委員長の提案に基づく当該委員会構成員としての退任を承認する。 

3. ベトナム社会主義共和国の特命全権大使の任命・罷免に係る政府首相の提案を承認する。 

4. 国会議員団の団長、副団長の選出結果を承認する。 

5. 省・中央直轄市人民評議会の議長、副議長の選出結果を承認する。 

 

第 54条 国会議員団及び国会議員団の活動に対する国会常務委員会の責任 
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1. 国会議員及び国会議員団の活動を指導する。国会議員団及び国会議員の活動報告を確認する。 

2. 国会議員から質疑内容を受けつけ、質疑対象に転送し、質疑に対する回答の期間・形式を決定

する；国会議員の申立を受けつけ、整理する。本法律第 33 条 3 項が定める国会議員の建議申立を国

会の検討に提出する。国会議員の申立を検討・回答する。必要な場合、国会議員・国会議員団の建

議申立に係る事項を確認するために、監察団・出張団を派遣する。 

3. 活動費用、他の手当、他の待遇及び国会議員の活動を確保する条件を定める。国会議員団への

活動経費の配置を決定する。 

4. 国会閉会中、国会議員・国会議員当選者の逮捕・勾留・留置・立件・住居所及び職場の検査に

ついての最高人民検察院長官の提案を検討する。国会議員が被疑者立件されたときに国会議員の任

務・権限の遂行の一時停止を決定する。国会に対して国会議員の国会議員としての資格喪失につい

て報告する。 

5. 国会議員が省・中央直轄市に異動する場合、当該議員の活動を当該省・中央直轄市国会議員団

への移転を検討・決定する。国会議員の罷免・降格・強制退職・解雇に係る当該国会議員の所属機

関・組織・単位の提案を検討する。 

6. ベトナム祖国戦線中央委員会及び省・中央直轄市の祖国戦線委員会の提案に基づいて、国会議

員の罷免を国会に任せるか、または選出した地方の有権者に任せるかを決定する。国会閉会中に、

国会議員の退任の承認を決定し、次の会期において国会に報告する。 

 

第 55条 国会常務委員会による人民評議会の監察・指導・解散 

1. 国会常務委員会は、人民評議会を監察し、活動を指導する。 

2. 国会常務委員会は、自らの判断または政府首相、民族委員会、国会の各委員会若しくは国会議

員の提案に基づき、省・中央直轄市の人民評議会により公布された、憲法または法律若しくは上級

国家機関の文書に反する議決の廃止を決定する。 

3. 省・中央直轄市の人民評議会が国民の利益に深刻な損害を与えた場合、国会常務委員会は、自

らの判断または政府の提案に基づき、当該人民評議会の解散を決定する。 

 

第 56条 省・中央直轄市以下の行政単位の設立、解体、合併、分割、境界の調整  

1. 国会常務委員会は、政府の提案に基づき、省・中央直轄市以下の行政単位の設立、解体、合併、

分割、境界の調整を決定する。 

2. 省・中央直轄市以下の行政単位の設立、解体、合併、分割、境界の調整に係る提案は、国会常

務委員会が国会に提出し、国会の検討・決定を求める前に、当該委員会の審査を受けなければなら

ない。 

 

第 57条 戦争事態の決定、総動員または一部動員の決定、緊急事態の公布・廃止 
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1. 国会が会議を行うことができない場合、国会常務委員会は、国防安全評議会の提案に基づき戦

争事態を決定し、次の国会会期において報告する。国防安全評議会または政府首相の提案に基づき

総動員または一部動員を決定する。 

2. 国会常務委員会は、全国または一つ或いは複数の地方において自然災害または人災が発生し、

大規模で危険な伝染病が広がり、国家・組織の財産・人民の生命・健康・財産に深刻な脅威を与え、

若しくは国家の安全及び社会の治安秩序に深刻に脅威となる事案がある場合に、政府首相の提案に

基づき全国または地方における緊急事態を公布する。緊急事態がなくなったとき、国会常務委員会

は政府首相の提案に基づき緊急事態の廃止を決定する。 

 

第 58条 国会の対外関係業務にあたる国会常務委員会の責任  

1. 国会と各国の国会・世界及び地域の国会連携組織との関係に関する国家の対外関係の事項につ

いて国会に対して報告する。国会閉会中、対外業務についての政府の報告を検討する。国家の対外

政策、国会と各国の国会・世界及び地域の国会連携組織・その他の国際組織との関係に関する事項

について国会へ上程する前に意見を出す。 

2. ベトナムにおける世界及び地域の国会連携組織の会議の開催を決定する。 

3. ベトナム友好議員組織の設立を決定し、その組織及び活動を規定する。  

4. 国会常務委員会の毎年度の対外及び国際協力活動プログラムを認可する。民族評議会、国会の

各委員会、友好議員団、国会常務委員会の各機関、国家会計検査及び国会事務局の対外及び国際協

力活動を指導・調整・協力する。  

5. 国会の毎年度の対外及び国際協力活動プログラムの実施結果を検討・評価する。国会議員団の

海外訪問及びベトナム国会を訪問する外国国会議員団・国際組織の訪問の結果報告を検討する。国

会が主催する国際会議の結果報告を検討する。 

 

第 59条 住民投票の開催 

1. 国会常務委員会は、国会の決定に基づき住民投票を行う。 

2. 国会常務委員会は、国会の住民投票に関する決議に従って、投票及び票の集計手順、具体的な

開催時間、意見票に記載される内容を決定する。国会常務委員会は住民投票を検査・監察する。 

3. 国会常務委員会は、次の国会会期において、住民投票の結果について公開発表をする責任を負

う。 

 

第 60条 国会常務委員会会合 

1. 国会常務委員会は、国会常務委員会の会合において、自らの任務・権限範囲に属する事項につ

いて討議・決定する。 
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国会常務委員会の会合は、国会常務委員会構成員の 3 分の 2 以上が出席するものでなければなら

ない。 

2. 国会議長が国会常務委員会会合を主宰する。各国会副議長は、議長の指示に従って、会期の運

営について議長を補佐する。 

3. 国会常務委員会構成員は会合に出席する責任を負う。出席できない場合は、理由を国会議長に

報告し、検討・決定を諮らねばならない。 

4. 国家主席は国会常務委員会会合に出席する権利を有する。政府首相、最高人民裁判所長官、最

高人民検察院長官、民族評議会の各副議長、国会の各委員会の委員長は、国会常務委員会会合への

参加招待を受ける権利を有する。 

民族評議会・国会の各委員会の常務委員及び専従委員は、当該評議会・委員会が担当する範囲に

属する事項の討議に、国会常務委員会会合に招待される。 

5. 関連機関・組織の代表者は、関連事項の討議に、国会常務委員会会合に招待される。 

 

第 61条 国会常務委員会会合の実施期間 

1. 国会常務委員会会合は、定期的に 1か月に 1回行われる。 

2. 必要な場合、国会議長の決定、または国会主席、政府首相若しくは国会常務委員会構成員の 3

分の 1以上の申立に基づき、国会常務委員会会合が行われる。 

 

第 62条 国会常務委員会会合の次第起案及び召集決定 

1. 国会議長は国会常務委員会会合の準備を指導する。企画を立案し、開催日程及び確保のための

措置を決定する。国会副議長及び国会常務委員会委員は、議長に分担された準備業務を行う。 

2. 国会事務総長、つまり国会事務局長は、国会議長の指導に従って、国会常務委員会・民族評議

会・国会の各委員会の活動計画、国会常務委員会に提出する予定の内容の準備進捗に基づき、会合

開催日 30 日前までに、国会常務委員会会合次第案を用意する。国会議長の確認・決定のため提出す

る前に、当該次第案を国会常務委員会・民族評議会常務・国会の各委員会常務の構成員に送付し、

意見を求めなければならない。 

3. 国会事務総長、つまり国会事務局長は、会合開催日 20 日前までに、国会常務委員会に提出する

内容を持つ各機関・組織へ、国会議長が決定した会合次第案を送付する。会合開催日 7 日前までに、

国会常務委員会の構成員へ、会合次第案を招集決定書と合わせて送付する。 

4. 政府、最高人民裁判所、最高人民検察院、民族評議会、国会の各委員会及び関連機関・組織は、

国会常務委員会の分担または法律が定める任務・権限に基づき、会議の内容となる提案、報告を準

備・審査する責任を負う。 

 

第 63条 国会常務委員会会合の資料 
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1. 国会常務委員会は、会合において、必要書類が充分に揃っている事項のみを検討する。 

2. 会合の資料は、開会日 5 日前までに国会常務委員会の構成員に届かなければならない。会合が

本法律第 61 条第 2項の定めに基づいき招集される場合、資料は開催日 2 日前までに国会常務委員会

の構成員に届かなければならない。 

 

第 64条 国会議長の任務及び権限 

1. 国会の会期・会議を主宰し、国会議員の活動に関する規定及び国会会期に関する規定の施行を

保障する。憲法・法律・国会の議決の成立を証明する署名を行う。 

2. 国会常務委員の業務を指導する。国会常務委員会会合の次第案起案を指導、招集し、主宰する。

国会常務委員会の法令、決議の成立を証明する署名を行う。 

3. 国会専従議員会議及び国会常務委員会が開催する他の会議を主宰する。 

4. 国会・民族評議会・国会の各委員の活動計画について協議するために、民族評議会及び国会の

各委員会委員長の会議を招集・主宰する。必要と判断する場合、民族評議会及び国会の各委員会の

会議に参加する。 

5. 国会議員との関係を維持する。 

6. 国会の活動予算の執行を指導する。 

7. 国会の対外業務の実施を指導、調整する。国会の対外関係において国会の代表として行動する。

世界・地域の国会連携組織との関係において、ベトナム国会の団体の活動を指導する。 

 

第 65条 各国会副議長の任務及び権限 

各国会副議長は、国会議長の分担に従って、各任務について国会議長を補佐する。国会議長が不

在の場合、議長に委任される副議長の 1名は、議長に代わり議長の任務・権限を遂行する。 

 

第 4章                                                                                                                                            

民族評議会及び国会の各委員会 

第 66条 民族評議会、国会の各委員会 

1. 民族評議会、国会の委員会は国会の機関であり、国会に対し責任を負い、業務報告を行う。ま

た、国会閉会中、国会常務委員会に対し業務報告を行う。 

2. 国会の各委員会は以下の委員会から成る。 

a) 法律委員会 

b) 司法委員会 

c) 経済委員会 

d) 財政予算委員会 

dd) 国防治安委員会 



和訳：ONA-JICA プロジェクト 

19 

 

e) 文化教育青少年児童委員会 

g) 社会問題委員会 

h) 科学技術環境委員会 

i) 対外委員会 

3. 国会は本法第 88条及び第 89条の規定に従い、国会の臨時委員会を設立する。 

 

第 67条 民族評議会、国会の委員会の組織構成 

1. 民族評議会は、議長、各副議長、常務委員、専従委員及び各委員から成る。国会の委員会は、

委員長、各副委員長、常務委員、専従委員及び各委員から成る。 

2. 民族評議会の議長、国会の委員会の委員長は国会によって選出される。民族評議会の各副議

長・常務委員・専従委員及び各委員、国会の委員会の各副委員長、常務委員、専従委員及び各委員

は国会常務委員会によって承認される。 

3.  民族評議会、委員会が会合を開催しない間、民族評議会の常任、国会の委員会の常任は民族評

議会・委員会の通常業務の実施において民族評議会・国会の委員会を補佐する。 

民族評議会の常任は、議長、各副議長及び各常務委員から成る。国会の委員会の常任は、委員長、

各副委員長及び各常務委員から成る。 

4. 民族評議会及び国会の各委員会は、民族評議会・委員会の活動範囲に属する事項について研

究・準備するために各小委員会を設立する。小委員会の長は民族評議会・委員会の構成員でなけれ

ばならないが、小委員会の他の構成員は、民族評議会・委員会の構成員或いは国会議員ではないこ

ともある。 

 

第 68条 民族評議会、国会の委員会の活動原則・任期及び報告責任 

1. 民族評議会、国会の委員会は、集団制度に従い、多数決によって業務を行う。 

2. 民族評議会、国会の委員会の任期は国会の任期に従うものとする。 

3. 国会の年末会期において、民族評議会・国会の委員会は自己の業務報告書を国会議員及び国会

常務委員会に送付する。一期の国会の最後の会期において、民族評議会・国会の委員会は自己の任

期の活動総括報告書を国会議員に送付する。 

 

第 69条 民族評議会の任務・権限 

1. 民族政策に関する法律・国会常務委員会令の草案を審査する。国会・国会常務委員会によって

割り当てられるその他の草案を審査する。国会・国会常務委員会に提出する前、法律・国会常務委

員会令の草案における民族政策の確保について審査する。 

2. 民族政策を実施するための政府の規定の制定について討議に発言する。 

3. 民族分野に属する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。民族政

策、山地及び少数民族同胞の地域の経済・社会発展のプログラム・計画の実施を監察する。 
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4. 民族業務に関係がある政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監察する。 

5. 民族評議会が担当する分野について、法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委員

会に提出する。 

6. 国家の民族政策に関する事項、関連国家機関の組織・活動に関する事故及び民族業務に関係の

あるその他の事項について建議を申し立てる。 

 

第 70条 法律委員会の任務・権限 

1. 司法機関の機構組織を除き、国家機構の組織、民事、行政についての法律・国会常務委員会令

の草案を審査する。国会・国会常務委員会によって割り当てられるその他の草案を審査する。法

律・国会常務委員会令の制定についての国家機関・組織・国会議員の提案、法律・国会常務委員会

令についての国会議員の建議を審査する。法律・国会常務委員会令の制定計画の予定について国会

常務委員会を補佐する。 

2. 採択のため国会・国会常務委員会に提出する前に、法律・国会常務委員会令の草案の憲法適合

性・適法性・法律体制の統一性・立法技術を保障する。憲法違反の疑義がある文書についての民族

評議会・国会の委員会の建議、国家主席・政府・最高人民裁判所・最高人民検察院・ベトナム祖国

戦線中央委員会・ベトナム祖国戦線の構成組織の中央機関若しくは国会議員の提案を審査する。 

3. 政府の省・省同格機関・その他国会によって設立された機関の設立・廃止に関する企画書の審

査を主宰する。行政単位の設立・解体・合併・分割・行政境界の調整に関する企画書を審査する。

国民の異議申立・告発の解決業務についての政府の報告書の審査を主宰する。 

4. 司法機関の機構組織を除き、国家機構の組織、民事、行政についての国会の法律・決議、国会

常務委員会の法令・決議の施行を監察する。法律委員会が担当する分野に該当する政府・政府の各

省・省同格機関の活動を監察する。 

5. 法律委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監察す

る。 

6.  法律委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委員会

に提出する。国家機構を健全化し、憲法及び法律を保護し、法律体制の統一性を確保するための必

要な措置を建議する。 

 

第 71条 司法委員会の任務・権限 

1. 刑事、刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟、判決執行、司法補助、汚職防止、司法機関の機構組織

に関する法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国会常務委員会によって割り当てられるその他

の草案を審査する。 

2. 法律違反及び犯罪に対する防止業務、判決執行業務に関する政府の報告書を審査する。最高人

民裁判所長官、最高人民検察院院長官の業務報告書を審査する。汚職防止業務に関する政府の報告

書の審査を主宰する。 
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3. 最高人民裁判所の裁判官の任命・解任・降格の承認についての最高人民裁判所長官による提案、

大赦についての国家主席による提案を審査する。 

4. 刑事、刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟、判決執行、司法補助、汚職防止、司法機関の機構組織

に関する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。捜査・起訴・審理・

判決執行・司法補助に際する政府・最高人民裁判所・最高人民検察院・政府の省・省同格機関の活

動を監察する。汚職行為に対する摘発及び処分を監察する。 

5. 司法委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長・最高人民裁判

所・最高人民検察院の文書を監察する。 

6. 司法委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委員会

に提出する。司法機関及び関係機関の組織・活動に関する事項、刑事、刑事訴訟、民事訴訟、行政

訴訟、判決執行、司法補助、汚職防止に関する事項について建議する。 

 

第 72条 経済委員会の任務・権限 

1. 経済管理、土地、貨幣、銀行、経営活動の分野に属する法律・国会常務委員会令の草案及び国

会・常務委員会によって割り当てられるその他の草案を審査する。 

2. 国の経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務に関する企画・プロジェクト・計画、

経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務の実施に関する政府の報告書の審査を主宰する。

国家貨幣に関する基本政策を審査する。 

3. 経済管理、土地、貨幣、銀行、経営活動の分野に該当する国会の法律・決議、国会常務委員会

の法令・決議の施行を監察する。経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務の実施及び経

済政策の実施に際する政府・政府の省・省同格機関の活動に対する監察を主宰する。 

4. 経済委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監察す

る。 

5. 経済委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委員会

に提出する。  

6. 関係機関の組織及び活動に関する事項及び経済管理、土地、貨幣、銀行、経営活動に関する事

項について建議する。 

 

第 73条 財政予算委員会の任務・権限 

1. 財政、予算、国家会計検査の分野に属する法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国会常務

委員会によって割り当てられるその他の草案を審査する。 

2. 国家の財政に関する基本政策、中央予算と地方予算との間の各歳入項目及び歳出任務の配分、

国債・公債・政府債の健全性の限界を審査する。国家予算の概算、中央予算の分配、国家予算の総

決算の審査を主宰する。 
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3. 財政、予算、国家会計検査の分野に属する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の

施行を監察する。国家予算の実施及び財政・予算の政策の実施に際する政府・政府の省・省同格機

関の活動を監察する。 

4. 財政予算委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監

察する。 

5. 財政予算委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委

員会に提出する。 

6. 関係機関の組織・活動に関する事項及び財政・予算・国家会計検査に関する事項について建議

する。 

 

第 74条 国防治安委員会 

1. 国防及び治安、社会の秩序・安全の分野に属する法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国

会常務委員会によって割り当てられるその他の草案を審査する。 

2. 国防及び治安、社会の秩序・安全の分野に属する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・

決議の施行を監察する。国防及び治安、社会の秩序・安全の確保の任務実施に際する政府・政府の

省・省同格機関の活動を監察する。 

3. 国防治安委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監

察する。 

4. 国防治安委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委

員会に提出する。 

5. 関係機関の組織・活動に関する事項及び国防・治安・社会の秩序・安全に関する事項について

建議する。 

 

第 75条 文化教育青少年児童委員会の任務・権限 

1. 文化、教育、情報、コミュニケーション、信仰、宗教、旅行、スポーツ、青年、少年、児童の

分野に属する法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国会常務委員会によって割り当てられるそ

の他の草案を審査する。 

2. 文化、教育、情報、コミュニケーション、信仰、宗教、旅行、スポーツ、青年、少年、児童の

分野に属する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。国の経済社会発

展計画・企画における文化、教育、情報、コミュニケーション、信仰、宗教、旅行、スポーツの政

策の実施に際する政府・政府の省・省同格機関の活動を監察する。青年、少年及び児童に対する政

策の実施を監察する。 

3. 文化教育青少年児童委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長

の文書を監察する。 
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4. 文化教育青少年児童委員会が担当する分野の法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常

務委員会に提出する。 

5. 関係機関の組織・活動に関する事項及び国の文化・教育・情報・コミュニケーション・信仰・

宗教・旅行・スポーツの発展、青年・少年・児童に対する政策に関する事項について建議する。 

 

第 76条 社会問題委員会の任務・権限 

1. 労働、職業、医療、人口、社会保障、男女平等、競争、賞与、社会問題の防止の分野に属する

法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国会常務委員会によって割り当てられるその他の草案を

審査する。 

2. 国会・国会常務委員会に提出する法案・国会常務委員会令の草案、決議案への男女平等参画を

審査する。 

3. 労働、職業、医療、人口、社会保障、男女平等、競争、賞与、社会問題の防止の分野に属する

国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。国の経済社会発展の計画・企

画における労働、職業、医療、人口、社会保障、男女平等、競争、賞与、社会問題の防止の政策の

実施に際する政府・政府の省・省同格機関の活動を監察する。 

4. 社会問題委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監

察する。 

5. 社会問題委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委

員会に提出する。 

6. 関係機関の組織・活動に関する事項及び労働、職業、医療、人口、社会保障、男女平等、競争、

賞与、社会問題の防止の問題を解決するための政策・措置について建議する。 

 

第 77条 科学技術環境委員会の任務・権限 

1. 科学、技術、天然資源、環境保護、気候変動の対応、天災の防止の分野に属する法律・国会常

務委員会令の草案及び国会・国会常務委員会によって割り当てられるその他の草案を審査する。 

2. 科学、技術、天然資源、環境保護、気候変動の対応、天災の防止の分野に属する国会の法律・

決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。国の経済社会発展の計画・企画における科

学・技術・天然資源の発展、環境保護、気候変動の対応、天災の防止の政策の実施に際する政府・

政府の省・省同格機関の活動を監察する。 

3. 科学技術環境委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書

を監察する。 

4. 科学技術環境委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常

務委員会に提出する。 

5. 関係機関の組織・活動に関する事項及び科学・技術・天然資源の発展、環境保護、気候変動の

対応、天災の防止に関する事項について建議する。 
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第 78条 対外委員会の任務・権限 

1. 国家の対外の分野に属する法律・国会常務委員会令の草案及び国会・国会常務委員会によって

割り当てられるその他の草案を審査する。 

2. 国会が承認・加盟或いは無効化決定する権限を有する国際条約に対する審査を主宰する。対外

業務に関する政府の報告書を審査する。ベトナム社会主義共和国の特命全権大使の任命・解任の承

認に関する政府首相の提案を審査する。 

3. 対外分野に属する国会の法律・決議、国会常務委員会の法令・決議の施行を監察する。国家の

対外政策の実施に際する政府・政府の省・省同格機関の活動を監察する。国際条約・国際合意の締

結・加盟及び施行の活動を監察する。各業及び地方の対外・対外経済活動を監察する。外国に定住

するベトナム人及びベトナムにおける外国人に対する国家の政策の実施を監察する。 

4. 対外委員会が担当する分野に該当する政府・政府首相・大臣・省同格機関の長の文書を監察す

る。 

5. 国会常務委員会・国会議長の指導に従い、各国の国会・世界及び地域の国会連携組織との対外

関係を実現する。 

6. 対外委員会が担当する分野について法案を国会に、国会常務委員会令の草案を国会常務委員会

に提出する。関係機関の組織・活動に関する事項及び国家の対外政策、各国の国会・世界及び地域

の国会連携組織その他の国際組織との関係、国際条約・国際合意の締結・加盟・施行、外国に定住

するベトナム人及びベトナムにおける外国人に対する政策に関する事項を建議する。 

 

第 79条 民族評議会・国会の各委員会との間の審査参加責任及び協力 

民族評議会、国会の各委員会は自己の任務・権限の範囲において以下の責任を負う。 

1. 経済委員会とともに、国の経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務に関する企画・

プロジェクト・計画、経済・社会発展の基本的な目標・指標・政策・任務の実施に関する政府の報

告書の審査に参加する。 

2. 財政予算委員会とともに、国家予算の概算、中央予算の分配、国家予算の総決算の審査に参加

する。 

3. 法律委員会とともに、法律・国会常務委員会令の制定についての国家機関・組織・国会議員の

提案、国会議員の法律・国会常務委員会令に関する建議、政府の省・省同格機関・その他国会によ

って設立された機関の設立・廃止に関する企画、国民の異議申立・告発の解決業務に関する政府の

報告書の審査に参加する。 

4. 司法委員会とともに、汚職防止業務に関する政府の報告書の審査に参加する。 

5. 対外委員会と協力して、民族評議会・自己の委員会の対外関係及び国際協力を実施する。対外

委員会とともに、国会が承認・加盟或いは無効化決定する権限を有する国際条約の審査に参加する。

対外委員会とともに、国会の対外情報業務の実施に参加する。 
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6. 国家予算・汚職防止の実施、民族評議会・委員会が担当する分野に該当する国民の異議申立・

告発・建議・反映の解決を監察する。 

 

第 80条 憲法保護に関する民族評議会・国会の委員会の責任 

1. 業務遂行中、民族評議会・国会の委員会は、憲法違反の疑義がある文書の摘発、及び当該文書

を発布した機関に対して当該文書を改正・補足・廃止するよう建議する責任を負う。発布した機関

が当該建議を実現しない場合、民族評議会・委員会は国会・国会常務委員会に対し、その権限の範

囲で検討・処理するよう建議する権限を有する。 

2. 法律委員会は、憲法違反の疑義がある文書についての民族評議会・国会の委員会の建議、国家

主席・政府・最高人民裁判所・最高人民検察院・ベトナム祖国戦線中央委員会・ベトナム祖国戦線

の構成組織の中央機関若しくは国会議員の提案を審査し、国会・国会常務委員会に対してその権限

の範囲で検討・処理するよう上程する責任を負う。 

 

第 81条 報告・資料提供の要求、検討・確認のための構成員派遣 

1. 民族評議会・国会の委員会は、政府の構成員・最高人民裁判所長官・最高人民検察院長官・国

家会計検査院長官及び関係個人に対し、民族評議会・委員会が担当する分野に属する必要な事項に

ついて報告・資料提供するよう要求する権限を有する。要求された者は民族評議会・国会の委員会

の要求に応じる責任を負う。 

2. 必要があるとき、民族評議会・国会の委員会は、民族評議会・委員会が関心を持つ事項につい

て検討・確認するために自己の構成員を関係機関・組織へ派遣する。関係機関・組織は、民族評議

会・委員会の構成員が任務を実施するための条件を手配する責任を負う。 

 

第 82条 民族評議会・国会の委員会の会議における説明 

1. 民族評議会・国会の委員会は、政府の構成員・最高人民裁判所長官・最高人民検察院長官・国

家会計検査院長官及び関係個人に対し、民族評議会・国会の委員会が担当する分野に属する事項に

ついて説明するよう要求する権限を有する。 

2. 説明要求を受けた者は、民族評議会・国会の委員会の会議において報告・説明する責任を負う。 

3. 民族評議会・国会の委員会は解説された事項について結論を出さなければならない。民族評議

会・委員会の結論は国会常務委員会・国会議員及び関係機関・組織に送付される。 

 

第 83条 地方の機関・組織との業務協力 

1. 民族評議会、国会の委員会は、省・中央直轄市の人民評議会及び当該評議会に属する相当の部

門との連携を維持する。 

2. 民族評議会、国会の委員会は、地方における活動に際し、当該省・中央直轄市の人民評議会、

人民委員会、国会議員団に通知し協力する。 
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3. 省・中央直轄市の人民評議会、人民委員会、国会議員団は、自己の任務・権限範囲内で、要求

に応じて、民族評議会・国会の委員会の活動に参加する責任を負う。 

 

第 84条 対外関係及び国際協力 

1. 民族評議会・国会の委員会は、研究・専門的経験共有、且つ国家の対外政策に基づく対外関係

及び国際協力の強化に資することを目的として、各国の国会に属する関係機関、外国の他の関係機

関、国際組織との対外関係を実施する。 

2. 民族評議会・国会の委員会は、民族評議会・委員会の毎年度の対外・国際協力に係る活動計画

を作成・提案する。対外委員会が、当該活動計画を審査し、国会常務委員会が検討・決定するよう

提出する。 

3. 民族評議会・国会の委員会は、国会常務委員会に対し、対外・国際協力活動の結果について報

告する責任を負う。毎年度、対外委員会が国会事務局と協力し、民族評議会・国会の委員会の対

外・国際協力活動の結果報告をとりまとめる。 

 

第 85条 民族評議会議長、国会の各委員会委員長の任務・権限 

1. 民族評議会議長、国会の委員会委員長は、次の任務及び権限を有する。 

a) 民族評議会、国会の委員会の会議を召集・主宰する。 

b) 民族評議会、国会の委員会の運営を調整する。 

c) 民族評議会の副議長・常務委員・専従委員並びに他の委員、担当委員会の副委員長・常務委

員・専従委員並びに他の委員の承認について、国会常務委員会に提案する。 

d) 民族評議会・国会の委員会の構成員と常に連携を維持する。 

dd) 国会常務委員会の会議に参加することができる。民族評議会議長は民族政策の実施について審

議する政府の会議に招待される。 

e) 民族評議会・国会の委員会の代表として、関係機関・組織との連携関係を維持する。 

g) 国会常務委員会によって割り当てられる他の任務を遂行する。 

2. 民族評議会副議長は、民族評議会議長による業務分担に従い任務を遂行する。民族評議会議長

が不在である場合、一人の副議長が、当該議長により議長の任務・権限の遂行を委任される。 

国会の委員会の副委員長は、当該委員会委員長による業務分担に従い任務を遂行する。当該委員

会委員長が不在である場合、一人の副委員長が、当該委員長により委員長の任務・権限の遂行を委

任される。 

 

第 86条 民族評議会常任及び国会の委員会常任の任務・権限 

1. 民族評議会・国会の委員会の活動計画を起案し、当該評議会・委員会に検討・決定するようこ

れを提出する。 

2. 民族評議会・委員会の活動計画及び決定・結論の実施を行う。 
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3. 民族評議会・委員会の活動に資する内容・資料を準備する。民族評議会・委員会の構成員に必

要な情報・資料を提供する。民族評議会・委員会の会議の結果に基づいて、国会・国会常務委員会

に提出される審査報告書及び他の報告書を準備する。 

4.  国会提出前に、法案、決議案、他の報告書・草案の初期審査を行い、国会常務委員会に検討す

るように提出する。 

5. 国会常務委員会の会合に招待される際、当該会議の内容についての意見を事前に準備する。民

族評議会、他の委員会、関係機関・組織の活動に参加する。民族評議会・委員会の監察団・出張団

を設置する。国民と接し、民族評議会・委員会に送付された国民の異議申立・告発・建議・反映を

検討・対応する。 

6. 民族評議会・委員会の活動に対する国会常務委員会の指導・調整の実施を行う。民族評議会・

委員会に対し、民族評議会常任・委員会常任の活動について定期的に報告する。 

7. 民族評議会・委員会を直接補佐する専門機関の具体的組織・任務・権限を定める際、国会事務

総長、つまり国会事務局長と協力する。 

8. 民族評議会・委員会を直接補佐する専門機関の職員の採用・任命・賞与・規律処分の決定及び

待遇制度の実現にあたり、国会事務総長、つまり国会事務局長と協力する。 

9.  民族評議会・委員会を直接補佐する専門機関の専門業務を指導する。民族評議会・委員会が分

配される予算の使用を決定する。 

10.  任期終了前、民族評議会・委員会の次期の構成・定数について起案し、国会常務委員会に報告

する。 

11.  民族評議会・委員会の他の業務を遂行し、次の会期で民族評議会・委員会に報告する。 

 

第 87条 民族評議会、国会の委員会の全体会議 

1. 民族評議会・国会の委員会は、国会・国会常務委員会に提出される法案・国会常務委員会令・

決議の草案、報告書・他の提案書を審査し、民族評議会・委員会の任務・権限範囲に属する他の事

項について検討・決定するために、全体会議を行う。 

2. 民族評議会・国会の委員会の構成員は、当該議長・委員長の召集状に従って民族評議会・国会

の会議に出席する。会議において検討される事項について審議・表決する責任を負う。会議に欠席

する場合、欠席の理由を当該議長・委員長に報告しなければならない。 

3. 国会議長、副議長は、民族評議会・国会の委員会の会議に出席し、指導的意見を発表する権利

を有する。 

4.  民族評議会・国会の委員会は、当該評議会・委員会の構成員ではない国会議員、関係機関・組

織の代表、専門家に対して、当該評議会・委員会の活動への参加を招待することができる。関係機

関・組織は、招待される者が民族評議会・委員会の活動に参加するための条件を手配する責任を負

う。 
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5. 民族評議会が民族政策について会議を行う際に、民族評議会議長は、国会において代表者がい

ない民族の人民評議会議員たる代表を当該会議に招待する。 

 

第 88条 臨時委員会の設置  

1. 次の場合に臨時委員会が設置される。 

a) 国会常務委員会が国会に提出する法案、決議案または他の報告書・提案書、或いは民族評議会

及び複数の国会の委員会の担当分野に関わる内容のものを審査する。 

b) 必要があると判断したとき、具体的事項を明確にするために調査する。 

2. 国会常務委員会は、民族評議会・国会の委員会または国会議員の総数の少なくとも 3 分の 1 の

提案に基づき、臨時委員会の設置について国会に検討・決定するよう提案する。 

 

第 89条  臨時委員会の機構組織、任務、権限  

1. 臨時委員会の構成員は、委員長、各副委員長及び各委員から成る。臨時委員会の構成員は国会

議員である。臨時委員会の構成、定数、具体的任務・権限は、国会が国会常務委員会の提案に基づ

き決定する。 

2.  臨時委員会は、国会により割り当てられた業務の遂行結果について国会常務委員会、国会に報

告する。臨時委員会の監察結果報告書は、民族評議会または国会の委員会の審査を受けなければな

らない。国会は、臨時委員会の監察結果報告について検討し、決議を公布する。 

3. 臨時委員会の活動は、業務遂行が完了した後、終了する。 

 

第 5章 

国会会期 

第 90条 国会会期 

1. 国会は、公開的に会議を行う。 

但し、必要の場合、国会は、国家出席・国会常務委員会・政府首相または国会議員の総数の少な

くとも 3分の 1の提案に基づき、非公開会議の開催を決定する。 

2. 国会は、定期的に１年に 2回の会期を行う。  

国家出席・国会常務委員会・政府首相または国会議員の総数の少なくとも 3 分の 1 から要求があ

る場合、国会は非常会議を行う。 

3. 国会は、国会会期規則及び関連する法律の定めに従って、自己の任務・権限範囲内に属する事

項を討議・決定する。 

 

第 91条 国会会期の次第   
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1. 国会常務委員会は、国会の決議、国家主席・政府首相・ベトナム祖国戦線中央委員会・最高人

民裁判所長官、最高人民検察院長官、国家会計検査院長官・民族評議会・国会の委員会・国会議員

の提案に基づいて、国会会期次第を起案する。 

新期国会の第 1回会期の次第は、前期の国会常務委員会が起案する。 

2. 国会会期次第の案は、定期会期の場合は遅くとしても開会日 15 日前までに、臨時会期の場合は

遅くとしても開会日 4日前までにマスメディアによって広報される。 

3. 国会は、国会会期次第を決定する。必要がある場合、国家主席・政府首相・ベトナム祖国戦線

中央委員会・最高人民裁判所長官、最高人民検察院院長、国家会計検査院長官・民族評議会・国会

の各委員会・国会議長の提案に基づいて、国会常務委員会は、国会に会期次第の変更・補足を決定

するよう提出する。 

 

第 92条 国会会期の召集  

1.  国会常務委員会は、定期会期の場合は遅くとしても開会日 30 日前までに、非常会期の場合は遅

くとしても開会日 7日前までに国会会期の召集を決定する。 

2. 新期国会の第 1 回会期の召集は、遅くとしても国会議員選挙実施日から 60 日以内に前期の国会

常務委員会によって行われる。 

3. 国会召集通知書及び次第の案は、国会議員に送付される。 

 

第 93条 国会会期に招待される者、国会会期の傍聴 

1. 最高人民裁判所長官、最高人民検察院長官、政府の構成員、国家会計検査院長官、国会議員で

はない、国会が設置する機関の長は国会会期に招待され、自らの担当分野に関わる事項が討議され

る国会全体会議に出席する責任を負う。招待される者は、自らの担当分野に関わる事項について、

国会議長の許可がある場合には発言することができ、または国会議長に要求される場合には発言す

る責任を負う。 

2. 国家機関、政治系組織・政治社会系組織・社会系組織・経済系組織・人民武装単位・報道機関

の中央機関の代表、及び国際客が、国会の公開会議に招待されることがある。 

3. 国民は、国会の公開会議を傍聴することができる。 

 

第 94条 国会会期の運営形式  

1. 国会の全体会議  

2. 会期の内容となる事項について検討・討議をするために、国会常務委員会が開催する会議 

3.  会期の内容となり、且つ民族評議会・国会の各委員会の担当分野に属する事項について検討・

討議をするために、民族評議会・委員会が開催する会議 

4. 会期の内容となる事項について討議する国会議員団、国会議員グループの会議 
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5. 必要がある場合、国会議長は、国会議員団団長・民族評議会議長・国会の各委員会委員長・及

び他の関連する国会議員を、国会の検討・決定に提出される事項の相談に、招待する。 

6. 国会全体会議、国会議員団・国会議員グループの会議における国会議員の発言は、いずれも同

様の位置づけを持ち、十分に収集・整理され、国会に報告される。 

 

第 95条 国会会期の主宰責任 

1. 国会議長は、国会会期を主宰し、会期次第の遂行及び国会会期に関する規定の施行を保障する。

各副議長は、議長による業務分担に従って、会期の運営について議長を補助する。 

2. 新期国会の第 1 回会期において、前期の国会議長は、国会が新期国会議長を選出するまでの会

議を開会し、主宰する。 

 

第 96条 全体会議における表決 

1. 国会は、全体会議において表決により各事項を決定する。国会議員は、賛成投票、反対投票ま

たは白票のいずれかを投票することができる。 

2. 国会は、次のいずれかの投票手段を適用することを決定する。 

a) 公開表決 

b) 非公開投票 

3. 本法第 2条 3項、第 4条 4項、第 40条 2項が定める場合を除き、法律及び国会の決議は、国会

議員総数の過半が賛成投票した場合に可決される。 

 

第 97条 国会会期の資料 

1. 国会議長は、国会事務総長、つまり国会事務局長の提案に基づき、会期中に利用される正式資

料を決定する。 

2. 法案、決議案及びその他の提案は、国会会期開会日の 20 日前までに、国会議員に送付されなけ

ればならない。他の資料は、国会会期開会日の 10 日前までに、国会議員に送付されなければならな

い。 

3. 国会議員は、会期中に配布される資料の利用・保管についての規定に従う責任を負う。 

4. 国会事務総長、つまり国会事務局長は、会期中に配布される国会議員向けの参考資料について

決定する。 

 

第６章 

国会事務総長、国会事務局、国会常務委員会に属する各機関 

及び国会の運営経費 

第 98条 国会事務総長  
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1. 国会事務総長は、国会・国会常務委員会の活動について補佐・助言するため、国会によって選

出・解任・罷免される者であり、以下の任務・権限を遂行する。 

a) 国会・国会常務委員会の活動計画、国会・国会常務委員会の運営に係る手順・手続について、

国会議長・国会常務委員会に助言する。 

b) 民族評議会、国会の各委員会、関連組織・機関と協力し、国会・国会常務委員会によって割り

当てられる事項について、決議の草案を起案する。 

c)  国会事務総長は国会・国会常務委員会の発言者である。国会・国会に属する各機関・国会議員

の活動を補佐するため、情報提供・新聞・出版・図書館・博物館・情報技術活用に係る業務を行う。 

d) 各会期・会議において秘書業務を行い、国会議員の意見を収集・整理し、各会期・会議の議事

録を承認、署名する。 

dd) 国会議長・国会常務委員会によって割り当てられる他の任務・権限を遂行する。 

2. 国会事務総長を補佐するのは秘書部である。秘書部の具体的組織・任務・権限は、国会常務委

員会が定める。 

 

第 99条 国会事務局  

1. 国会事務局は、総合助言・事務機関であり、国会・国会常務委員会・民族評議会・国会の委員

会及び国会議員を補佐する機関である。 

国会事務局は、以下の任務・権限を有する。 

a) 国会会期、国会常務委員会会議の運営及び国会・国会常務委員会・民族評議会の他の活動につ

いて補佐する。 

b) 国会・国会に属する各機関の公務員、職員、他の労働者を管理する。 

c) 国会の活動経費を管理する。 

d) 国会・国会に属する各機関・国会議員団事務所・国会議員の活動を支える条件を保障する責任

を負う。法律・国会常務委員会令の草案、法律・国会常務委員会令に関する建議の提出について、

国会議員をサポートする。 

2. 国会事務総長は、国会事務局長でもあり、国会事務局の活動について国会及び国会常務委員会

に対し責任を負う。 

国会事務局次長は、国会常務委員会が国会事務総長、つまり国会事務局長の提案に基づいて任

命・解任・罷免する。 

3. 国会常務委員会は、国会事務局の具体的組織・任務・権限を定め、国会事務局の職員・公務員

の定員を決定し、国会事務局の職員・公務員・他の労働者の待遇制度について国会運営業務の特殊

に応じて定める。 

 

第 100条 国会常務委員会に属する各機関 
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1. 国会常務委員会は、各分野の具体的な業務について国会常務委員会を補佐するため、国会常務

委員会に属する各機関を設置する。 

2. 国会常務委員会は、当該機関の組織、任務、権限、職員・公務員・他の労働者の待遇制度につ

いて、国会運営業務の特殊に応じて定める。 

 

第 101条 国会の運営経費  

1. 国会の運営経費は、国会全体の運営経費、民族評議会・国会の各委員会・国会事務総長・国会

事務局・国会常務委員会に属する各機関・各国会議員団の運営経費を含むものであり、国会が決定

する国家予算の一部である。 

2. 国会の運営経費の予算計画・管理・支給・使用は、国家予算に関する法律の定めに従って行わ

れる。 

 

第７章 

附則 

第 102条 施行効力 

1. 本法は、2016年 1月 1日から施行効力を有する。 

2. 法律 83/2007/QH11 号により一部改正・補足された国会組織法 30/2001/QH10 号は、この法律が

効力を持つ日から、失効する。 

本法は、ベトナム社会主義共和国の国会第 13期第８回会期を 2014年 11月 20日に通過した。 

 

国会議長 

グエン・シン・フン 

 

 

 

 


